
地域ブランド研究第８号　2013.	2

63地域ブランド研究第８号（2013）：63－73

はじめに

犀川上流域に位置する松本盆地の地下には、
水量においても水質においても日本有数の地
下水が貯えられています。松本盆地の中央部
に位置する安曇野市では、古くからこの豊か
な地下水・湧水を利用してきました。今日に
おいても、地下水や湧水は地域の飲料水、養
魚・農業・わさび栽培、ミネラルウォー
ター・精密機器の洗浄水等に利用されており、
地域の営みのかかせない役割を担っています。

また、地下水は、豊かな自然生態系・風
土・文化を育んできました。北アルプスの雄
大な山並みと清らかな水の流れが織りなす風
景は、多くの観光客を魅了してきました。

しかし、当市には地下水利用に関する届け
出や規制もなく、また地下水の保全・涵養に
対する具体的な取り組みがなされていないの
が現状です。

このまま、地下水を自由に利用していきま
すと、地下水位の低下に伴う井戸の取水の障
害や湧泉の涸渇、河川の瀬切れによる生態系
への悪影響や景観の悪化等が懸念されます。

さらに近年、いわゆる“水ビジネス”への
関心が世界的な高まりをみせ、わが国でも外
資による森林や水源地等の買収、飲料水とし
ての地下水の海外輸出等、地下水資源への影
響が懸念されています。また、経済活動の変
化や生活の利便性の追求、水源涵養域への市
街地の拡大や気候変動などによる水資源供給
の不安定化も懸念されます。

このような背景から、安曇野市では、地下
水資源の強化・活用を目的に、条例制定に向
けた調査・研究を行い、指針を策定するため、
平成22年７月に「安曇野市地下水保全対策研
究委員会」を立ち上げ約２年間をかけて検討
してきました。

そして平成24年８月27日、地下水保全対策
研究委員会から市長へ「安曇野市地下水資源
強化・活用指針」の報告がなされました。

市では、この指針を基に平成24年度中には、
（仮称）「地下水の保全及び活用に関する条
例」を制定していきたいと考えております。

安曇野市地下水保全対策研究委員会の活
動経過

まず委員の構成ですが、学識経験者として、
日本地下水学会の会長も務められたこともあ
る信州大学工学部の藤縄克之教授をはじめ、
地下水について専門的知識を有している方、
水に関しての関係団体ということで、商工会
や工業会、わさび組合や養魚組合、JA等か
ら選出された方、一般の市民の皆さま、国や
県関係の方及び市職員等総勢26名の方に委員
さんをお願いし、議論を重ねてきました。

平成23年７月、地下水に対する市民意識調
査を実施しました。

1,500名の方にアンケート用紙を送付し、
574名の方から回答をいただきました。

この結果を見ますと、アンケートに答えた
人の97％が「地下水は大切な資源」とし、ま
た地下水は誰のものかという問いには、87％

《特集・安曇野の景観と水資源》
【資料】
地下水保全に向けた取り組みと

「安曇野市地下水資源強化・活用指針」の概要
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の方が「みんなの共有財産で公のもの」と答
え、地下水保全に取り組むべきかとの問いに
は93％の方が取り組んだ方がよいと答えてい
ます。

この結果からも地下水に対しての市民の皆
さまの関心は高く、保全・涵養の必要性を感
じていることが明確にとれるものとなってお
りました。

同年８月には「安曇野の水文化を次世代に
紡ぐ～地下水で拓く安曇野の未来シンポジウ
ム」を開催し、全国から地下水や水文化につ
いての専門家７名をお招きし、基調講演及び
パネルディスカッション等を行いました。

県内外から300名近い来場者にお越しいた
だき、地下水の重要性について認識していた
だくことができました。

同年10月の委員会では、これから策定する
指針名について「地下水保全対策指針」とし
てきましたが、「保全」という言葉の持つ受
け身の姿勢よりも「地下水資源の強化と活
用」という、より前向きな姿勢を示す意味を
込め、「地下水資源強化・活用指針」に改称
することとしました。

貴重な地下水資源ではありますが、保全・
涵養と同時に、適正な利用も考えていくこと
も重要な課題のためです。

同年11月には指針策定に向けた取り組みを
より具体化するため、全体会とは別に、２つ
の専門部会を立ち上げ、議論していくことと
しました。

一つは、涵養量の増強や取水ルールを検討
するための「地下水資源強化部会」、もう一
つは、涵養のための費用支援の仕組み等を検
討する「社会システム・資金調達部会」で、
議論した内容を指針原案に反映していくこと

となりました。

約２年間にわたり、延べ13回の委員会で審
議するとともに、二つの作業部会、「地下水
資源強化部会」と「社会システム・資金調達
部会」をそれぞれ３回開催し審議を重ねた後、
指針原案に対しての市民からの意見聴取も行
い、本研究委員会の最終目標である『安曇野
市地下水資源強化・活用指針』が平成24年８
月24日に開催されました第13回の委員会で承
認されました。

アルプス地下水保全対策協議会の取り組
み概要

松本地方の11市町村及び県とで構成された
この協議会は、私たちの生活する松本盆地を
大きなひとつの水がめとして捉え、豊富な湧
水や地下水を将来にわたり良好な状態で守り、
継承していくために、地下水の保全及び涵養
並びに適正利用に向けた取り組みを行うこと
として活動が始まりました。

今年２月24日、中信４市（松本市、塩尻市、
大町市、安曇野市）と長野県を構成メンバー
として、会長に安曇野市長が、副会長に大町
市長が選出されて設立されました。

その後、この３月から４月にかけて松本盆
地に位置する７町村（麻績村、生坂村、山形
村、朝日村、筑北村、池田町、松川村）にお
声掛けをさせていただき、全ての町村からこ
の協議会への加入について賛同をいただきま
した。

去る６月８日に本年度第１回目の事務担当
者会議を開催し、各市町村の取り組み状況、
今後の事業展開及び事業計画等の協議を行い
ました。

今後は、地下水についての情報交換を行う
とともに、地下水の水位や水質についての広
域的な調査や保全、涵養施策等の実施、地下
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水を公共の財産として位置付けることや外国
資本による水源林買収対策等についての国・
県への要望等も実施していく予定です。

今後の取り組み

いま、「水循環基本法案」、「地下水の利用
の規制に関する緊急措置法案」が、国会へ上
程されようとしていますが、地下水問題を抱
える全国の自治体でも地下水をめぐる制度作
りが急ピッチで進められています。地下水が
私水として扱われ、無秩序に開発された時代
は終焉し、地下水を公共の財産とみなして、
これを守り、育む新しい時代を迎えようとし
ています。

この８月27日に地下水保全対策研究委員会
から市長へ「安曇野市地下水資源強化・活用
指針」の報告がなされました。

市では、この指針を基に平成24年度中には、
仮称ではありますが、「地下水の保全及び活
用に関する条例」を制定していきたいと考え
ております。

先ずは、地下水は公共の財産とみなし、こ
れを守り、育み、活用するという基本に立っ
て、涵養による地下水資源の強化や地下水の
水位・水質のモニタリング及び保全策の充実、

適正な地下水利用を目指して、地下水利用者
の利用状況の届出及び年間利用量の報告の義
務化、新規取水者の事前届出制及び一定以上
取水する場合の事前協議制の導入等が条例の
内容となってきます。

条例のたたき台が出来上がった時点で、議
員の皆さまにもご意見をお聞きするとともに、
パブリックコメントや市民及び関係者への説
明会も開催していく予定であります。

安曇野市地下水資源強化・活用指針の概
要をご覧ください。

平成24年８月に安曇野市地下水保全対策研
究委員会より市長に提出された指針の概要版
です。

先述しましたが、この指針の取り組めるこ
とから条例化していく予定です。

この指針について、ご意見等をお聞かせい
ただければ幸いに思います。

ご意見等をお聞かせください。

安曇野市　生活環境課
TEL：0263-82-3131　FAX：0263-82-6622
E-mail:kankyou@city.azumino.nagano.jp



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安曇野市地下水資源強化・活用指針 ～概要版～ 

１ はじめに 

かけがえのない共有財産である地下水を、守り、育み、そして活かす 

地下水は、安曇野市民共有のかけがえのない財産

です。しかし、安曇野の豊かな水環境にも、大きな

変化が生じ始めています。 

わたしたちには、貴重な水資源を有効に活用する

だけでなく、守り、育み、子々孫々まで伝える責務

があります。 

一方、地下水をめぐる社会情勢にも大きな変化が

生じ始めています。地下水を公共の財産とみなし、

守り、育む時代を迎えようとしています。 

本指針は、安曇野の地下水を強化し、活用するた

めの条例の制定に向け、「安曇野市地下水保全対策研

究委員会」で検討した成果をまとめたものです。研

究委員会は、約 2 ヶ年にわたって、斬新かつ革新的

なルールづくりを目指して議論を進めてきました。

指針に盛り込まれた「安曇野ルール」が実践され

ることにより、水の世紀を迎えた日本そして世界に

おいて、安曇野が地下水資源の強化と活用の範たる

地域となることを願い、そして、期待します。 

安曇野市地下水保全対策研究委員会

２ 本指針の基本理念（安曇野ルール） 

１．地下水は市民共有の財産である 

２．全市民が地下水保全・強化に努め、健全な地下水環境を創出する 

３．地下水資源を活用し、豊かな安曇野を次世代に引き継ぐ 

３ 地下水の利用状況 

■用途毎の井戸取水量 ■用途毎の湧水量及び井戸取水量 

※ わさび栽培に必要とされる水量の原単位(18L/10a/秒；ヒアリング結果から)に、市内のわさび栽培面積 32ha を乗じ

て求めた算定値で、約 49.8 万 m3/日となります。また、わさび栽培で利用された後、養鱒にも利用されています。 

安曇野市の井戸からの取水総量は、約 13.2 万 m3/日です。その用途は、養魚用、事業用、水道用、農

業用及び家庭用に大別されます。また、地場産業であるわさび栽培や養鱒等に利用されている湧水量は、約

50 万 m3/日（湧水を含む地下水利用全体の約 79％）近くと試算※され、安曇野の地下水利用の特徴です。

平成 23 年調査、家庭用のみ平成 18 年～19 年調査

10 取水ルールに関する検討 

地下水取水する場合はまず届け出を！ 必要に応じて協議します 

ルールの骨組みは、次の４点です。 

①動力を用いる全ての取水者(新規及び既

往)は、井戸による取水内容を市に届出

(申請)する。 

②新規取水者のうち、同一敷地内での取水

量が 500m3/日以上のものは、市と協議を

行う。 

③動力を用いる全ての取水者(新規及び既

往)は、年間取水量等を市に年次報告す

る。 

④新規・既往を問わず、500m3/日以上の取

水希望者は、節水や地下水取水量のオフ

セット（相殺）に取り組むことが勧められる。 

※1 既往取水者は現状の取水実績を届け出る。新規取水者は井戸設置前に申請書を届け出る。 

※2 地下水解析により得られた湧出域(三川合流部付近)における既往利水者への影響を回避するのに必要な取水量(500m3/日)とする。

※3 今後の水環境基本計画策定時に「近傍」の具体的な値を検討していく必要がある。 

※4 市は①届出で把握される情報に基づき、新規取水者に近隣の既往利水者を通知する。 

※5 相殺するという意味。取水者による地下水への影響を、涵養により相殺すること。 

11 施策の実現に向けて 

各施策の推進に必要な資金の確保の具体化や運用のための体制づくりが必要です 

■資金の確保に当たっては、次の考え方

を基本とすることが重要です。 

① 「継続的に調達する」 

② 「負担は広く・かつ薄くする」 

③ 「地下水を利用する全ての者の負担

額は、一つの算定式で算出する」 

（右図参照） 

■取組みの推進や資金管理の体制づく

りが重要です。 

・水資源対策協議会が役割を担うこと

が有効です。 

■基本理念に則り、取組みを推進すると

ともに、行動の具体化に向けて、 

【水環境基本計画】を策定し、実行す

ることが重要です。 

「地下水が安曇野の生活と産業に密接に関わっている」ことが特徴です。その用途は、水道水

をはじめ、養魚や事業、水田等の農業や湧水を用いたわさび栽培など多岐にわたります 

取水量：地下水の取水量に応じて負担額が高くなる
涵養量：涵養の取組みを行えば行うほど、負担額が低くなる

地下水利用量（＝取水量－涵養量）× 地下水利用量（＝取水量－涵養量）×

地下水の単価各自の支払額 ＝ 地下水の単価各自の支払額 ＝

負担能力に関する係数（資本金の多寡と外国資本の割合）× 負担能力に関する係数（資本金の多寡と外国資本の割合）×

・負担能力が低いほど、負担額が低くなる
・資本割合で市外（特に外国）資本の割合が高くなるほど
負担額が高くなる
※安曇野市内に産業を立地するモチベーションとする

× 地下水影響度に関する係数× 地下水影響度に関する係数

・井戸の深さが深いほど、負担額が高くなる
・湧水利用者にも一定の負担が発生するよう考慮する

考
え
方
・
方
向
性
の
案

※今後、具体的な負担額（どんな人・企業が、どの程度の負担額となるか）の検討に

向けた、考え方の整理（どの要素を重く評価するか 等）においては、地域の合意

形成を図りながら検討を深化することが必要です。 

新規取水者 既往取水者 

 
②協議要否 

・取水量：500m3/日※2 以上 

協議必要 

③年次報告 
・実績年間取水量 ・地下水位(静水位) ・地下水質 

・①届出(申請)時から変更のあった項目 

新規取水者に下記事項の提出を求め市と協議する 
【近隣※3 の既往利水者※4 に対する】 

・取水計画説明の実施要否 

・取水承諾書取得の要否 

・影響顕在時の対応方針 

【新規取水者の】 

・節水計画 ・取水量オフセット※5 計画 

①届出(申請) 
・取水者諸元 ・取水箇所 ・取水量 ・井戸構造 ・設置ポンプ ・用途 など 

←④既往取水者
と協議 

※1 

No

協議不要 
Yes

養魚用

51,208

38.7%

事業用

31,650

23.9%

水道用

33,821

25.6%

農業用

15,015

11.4%

家庭用

545

0.4%

井戸 656 本で
約 13.2 万

㎥/日 37本

186本

28 本

63 本

342 本

m3/日

m3/日

m3/日

m3/日

m3/日

 

養魚用

51,208

8.1%

事業用

31,650

5.0%

水道用

33,821

5.4%

農業用

15,015

2.4%

家庭用

545

0.1%湧水

497,664

79.0%

37 本

186 本

28 本

342 本

m3/日

63 本

(栽培面積 32ha) 

m3/日

m3/日

m3/日

m3/日

m3/日

井戸 656 本
+湧水で
約 63 万
㎥/日 
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安曇野市地下水資源強化・活用指針 ～概要版～ 

１ はじめに 

かけがえのない共有財産である地下水を、守り、育み、そして活かす 

地下水は、安曇野市民共有のかけがえのない財産

です。しかし、安曇野の豊かな水環境にも、大きな

変化が生じ始めています。 

わたしたちには、貴重な水資源を有効に活用する

だけでなく、守り、育み、子々孫々まで伝える責務

があります。 

一方、地下水をめぐる社会情勢にも大きな変化が

生じ始めています。地下水を公共の財産とみなし、

守り、育む時代を迎えようとしています。 

本指針は、安曇野の地下水を強化し、活用するた

めの条例の制定に向け、「安曇野市地下水保全対策研

究委員会」で検討した成果をまとめたものです。研

究委員会は、約 2 ヶ年にわたって、斬新かつ革新的

なルールづくりを目指して議論を進めてきました。

指針に盛り込まれた「安曇野ルール」が実践され

ることにより、水の世紀を迎えた日本そして世界に

おいて、安曇野が地下水資源の強化と活用の範たる

地域となることを願い、そして、期待します。 

安曇野市地下水保全対策研究委員会

２ 本指針の基本理念（安曇野ルール） 

１．地下水は市民共有の財産である 

２．全市民が地下水保全・強化に努め、健全な地下水環境を創出する 

３．地下水資源を活用し、豊かな安曇野を次世代に引き継ぐ 

３ 地下水の利用状況 

■用途毎の井戸取水量 ■用途毎の湧水量及び井戸取水量 

※ わさび栽培に必要とされる水量の原単位(18L/10a/秒；ヒアリング結果から)に、市内のわさび栽培面積 32ha を乗じ
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④新規・既往を問わず、500m3/日以上の取

水希望者は、節水や地下水取水量のオフ

セット（相殺）に取り組むことが勧められる。 
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新規取水者 既往取水者 

 
②協議要否 
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※1 

No

協議不要 
Yes
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地下水資源の強化 

・転作田湛水※ 

・自己保全田湛水 

・冬水田んぼ 

・代かき早期化・稲刈後湛水 

・雨水浸透(貯留)施設の拡大 

・道路施設の透水性向上 

・大規模施設での地下浸透促進 

・事業所用水の地下浸透 

・用水路の自然護岸化 

・親水公園の整備 

社会システムの構築

と地下水の管理 

・節水               ・取水ルールと費用負担 

・地下水位・湧出量・取水量の監視体制 

水質保全 
・水質のモニタリング 

・発生源対策 

・水質劣化の原因究明 

・地下水涵養による水質改善 

啓発活動 ・情報提供    ・市民意識向上  ・人材育成 

 
 
 
 

４ 地下水が生み出す価値 

「資源としての価値」「エネルギー資源としての価値」「水文化としての価値」など、地域全体に

関わる価値があります 

５ 地下水を取り巻く環境の変化と地下水量の減少 

■ 地下水の涵養源となっている水田等は、市街地化の進展や水稲の作付面積の減少により、年々

減ってきています 

■ 地下水位は、松本盆地全体で徐々に低下し続け、市内での地下水位の一斉調査結果の比較から

算定すれば、安曇野市全域の地下水の賦存量は、一年当たり約 600 万ｍ３減少し続けています 

昭和 51 年 平成 18 年 

土地利用の変遷 

昭和 51 年と平成 18 年の土地

利用の比較から、水田※は減少傾

向、宅地は増加傾向にあります。 

出典：国土数値情報 

地下水位の低下と地下水賦存量の減少

昭和 61 年と平成 19 年に国、市が実施した地下

水位の一斉調査結果の比較から地下水の賦存量の

変化を算定すると安曇野市内で、21 年間に約 1.25

億 m3 の地下水が減少している結果となります。 

一年当たりに換算すると、平均で約 600 万 m3

が失われ続けていることになります。 

イメージ図 

昭和 61 年の

地下水位 

平成 19 年の

地下水位 

部分：21 年間で
減少した地下水賦存量

６ これからの対応に向けた課題の設定 

地下水環境に対して、降雨量の変化等の「自然的

変化」と、市街地化の進展等の「社会的変化」が影

響します。その結果は、「地下水位の低下」と「地

下水質の劣化」に集約されます。 

様々な要因の変化を受けた地下水環境の改善を

図っていくために、次の取組みが必要です。 

・「地下水資源強化に資する取組み」 

・「水質改善に資する取組み」 

７ 目標の設定 

ステップを踏んで展開し、早い機会に高次のステップに移行することが重要です 

８ 目標達成に向けた方策の検討 

様々な方策の早期の具体化と、更なる取組みの検討と実現化の継続が重要です 

方策は、次の４つの視点で整理しました。 

①地下水位回復のための「地下水資源の強化」 

②適正な地下水利用のための「社会システムの構築

と地下水の管理」 

③水質を改善するための「水質保全」 

④市民協働で目標を達成するための「啓発活動」 

地下水資源の強化では「転作田湛水」の実現性が

高いことから、当面、特に重点的に取り組むべきと

しています。その他の取組みについても早期の実現

化を図ることと同時に、これらの方策に限定せず、

新たな取組みを検討することが重要です。 

 当面の取り組み段階となる第１期の目標として、

【600 万 m3/年を新たに地下水として涵養する】

ことを目標とします。 

第１期：地下水収支のバランスを改善 

第２期：健全な水環境（水量・水質）を創出 

第３期：地下水資源の活用により、豊かな安曇野を創成 

９ 水質保全に関する取組み 

発生源対策と地下水涵養により改善効果を高めることが重要です 

課題１：地下水位の低下に歯止めをかけるため、地下水資源強化に資する取組みが必要です 

課題２：地下水質の劣化を抑制するため、水質改善に資する取組みが必要です 

※ 湛水：水田などに水をたたえること。

観光資源としての価値 名産品としての価値 

道祖神 お船祭りの様子 

安曇野 
の 

地下水 
水文化としての価値 

エネルギー資源 

としての価値 

地下熱利用 

生活を支える資源 

としての価値 

 

安曇野市 

 

安曇野市 

※休耕田を含みます 

水位低下

地下水
水が浸透 

しにくい地盤 
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７ 目標の設定 

ステップを踏んで展開し、早い機会に高次のステップに移行することが重要です 

８ 目標達成に向けた方策の検討 

様々な方策の早期の具体化と、更なる取組みの検討と実現化の継続が重要です 

方策は、次の４つの視点で整理しました。 

①地下水位回復のための「地下水資源の強化」 

②適正な地下水利用のための「社会システムの構築

と地下水の管理」 

③水質を改善するための「水質保全」 

④市民協働で目標を達成するための「啓発活動」 

地下水資源の強化では「転作田湛水」の実現性が

高いことから、当面、特に重点的に取り組むべきと

しています。その他の取組みについても早期の実現

化を図ることと同時に、これらの方策に限定せず、

新たな取組みを検討することが重要です。 

 当面の取り組み段階となる第１期の目標として、

【600 万 m3/年を新たに地下水として涵養する】

ことを目標とします。 

第１期：地下水収支のバランスを改善 

第２期：健全な水環境（水量・水質）を創出 

第３期：地下水資源の活用により、豊かな安曇野を創成 

９ 水質保全に関する取組み 

発生源対策と地下水涵養により改善効果を高めることが重要です 

課題１：地下水位の低下に歯止めをかけるため、地下水資源強化に資する取組みが必要です 

課題２：地下水質の劣化を抑制するため、水質改善に資する取組みが必要です 

※ 湛水：水田などに水をたたえること。
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地下水資源の強化 

・転作田湛水※ 

・自己保全田湛水 

・冬水田んぼ 

・代かき早期化・稲刈後湛水 

・雨水浸透(貯留)施設の拡大 

・道路施設の透水性向上 

・大規模施設での地下浸透促進 

・事業所用水の地下浸透 

・用水路の自然護岸化 

・親水公園の整備 

社会システムの構築

と地下水の管理 

・節水               ・取水ルールと費用負担 

・地下水位・湧出量・取水量の監視体制 

水質保全 
・水質のモニタリング 

・発生源対策 

・水質劣化の原因究明 

・地下水涵養による水質改善 

啓発活動 ・情報提供    ・市民意識向上  ・人材育成 

 
 
 
 

４ 地下水が生み出す価値 

「資源としての価値」「エネルギー資源としての価値」「水文化としての価値」など、地域全体に

関わる価値があります 

５ 地下水を取り巻く環境の変化と地下水量の減少 

■ 地下水の涵養源となっている水田等は、市街地化の進展や水稲の作付面積の減少により、年々

減ってきています 

■ 地下水位は、松本盆地全体で徐々に低下し続け、市内での地下水位の一斉調査結果の比較から

算定すれば、安曇野市全域の地下水の賦存量は、一年当たり約 600 万ｍ３減少し続けています 

昭和 51 年 平成 18 年 

土地利用の変遷 

昭和 51 年と平成 18 年の土地

利用の比較から、水田※は減少傾

向、宅地は増加傾向にあります。 

出典：国土数値情報 

地下水位の低下と地下水賦存量の減少

昭和 61 年と平成 19 年に国、市が実施した地下

水位の一斉調査結果の比較から地下水の賦存量の

変化を算定すると安曇野市内で、21 年間に約 1.25

億 m3 の地下水が減少している結果となります。 

一年当たりに換算すると、平均で約 600 万 m3

が失われ続けていることになります。 

イメージ図 

昭和 61 年の

地下水位 

平成 19 年の

地下水位 

部分：21 年間で
減少した地下水賦存量

６ これからの対応に向けた課題の設定 

地下水環境に対して、降雨量の変化等の「自然的

変化」と、市街地化の進展等の「社会的変化」が影

響します。その結果は、「地下水位の低下」と「地

下水質の劣化」に集約されます。 

様々な要因の変化を受けた地下水環境の改善を

図っていくために、次の取組みが必要です。 

・「地下水資源強化に資する取組み」 

・「水質改善に資する取組み」 

７ 目標の設定 

ステップを踏んで展開し、早い機会に高次のステップに移行することが重要です 

８ 目標達成に向けた方策の検討 

様々な方策の早期の具体化と、更なる取組みの検討と実現化の継続が重要です 

方策は、次の４つの視点で整理しました。 

①地下水位回復のための「地下水資源の強化」 

②適正な地下水利用のための「社会システムの構築

と地下水の管理」 

③水質を改善するための「水質保全」 

④市民協働で目標を達成するための「啓発活動」 

地下水資源の強化では「転作田湛水」の実現性が

高いことから、当面、特に重点的に取り組むべきと

しています。その他の取組みについても早期の実現

化を図ることと同時に、これらの方策に限定せず、

新たな取組みを検討することが重要です。 

 当面の取り組み段階となる第１期の目標として、

【600 万 m3/年を新たに地下水として涵養する】

ことを目標とします。 

第１期：地下水収支のバランスを改善 

第２期：健全な水環境（水量・水質）を創出 

第３期：地下水資源の活用により、豊かな安曇野を創成 

９ 水質保全に関する取組み 

発生源対策と地下水涵養により改善効果を高めることが重要です 

課題１：地下水位の低下に歯止めをかけるため、地下水資源強化に資する取組みが必要です 

課題２：地下水質の劣化を抑制するため、水質改善に資する取組みが必要です 

※ 湛水：水田などに水をたたえること。

観光資源としての価値 名産品としての価値 
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安曇野市地下水資源強化・活用指針 ～概要版～ 

１ はじめに 

かけがえのない共有財産である地下水を、守り、育み、そして活かす 

地下水は、安曇野市民共有のかけがえのない財産

です。しかし、安曇野の豊かな水環境にも、大きな

変化が生じ始めています。 

わたしたちには、貴重な水資源を有効に活用する

だけでなく、守り、育み、子々孫々まで伝える責務

があります。 

一方、地下水をめぐる社会情勢にも大きな変化が

生じ始めています。地下水を公共の財産とみなし、

守り、育む時代を迎えようとしています。 

本指針は、安曇野の地下水を強化し、活用するた

めの条例の制定に向け、「安曇野市地下水保全対策研

究委員会」で検討した成果をまとめたものです。研

究委員会は、約 2 ヶ年にわたって、斬新かつ革新的

なルールづくりを目指して議論を進めてきました。

指針に盛り込まれた「安曇野ルール」が実践され

ることにより、水の世紀を迎えた日本そして世界に

おいて、安曇野が地下水資源の強化と活用の範たる

地域となることを願い、そして、期待します。 

安曇野市地下水保全対策研究委員会

２ 本指針の基本理念（安曇野ルール） 

１．地下水は市民共有の財産である 

２．全市民が地下水保全・強化に努め、健全な地下水環境を創出する 

３．地下水資源を活用し、豊かな安曇野を次世代に引き継ぐ 

３ 地下水の利用状況 

■用途毎の井戸取水量 ■用途毎の湧水量及び井戸取水量 

※ わさび栽培に必要とされる水量の原単位(18L/10a/秒；ヒアリング結果から)に、市内のわさび栽培面積 32ha を乗じ

て求めた算定値で、約 49.8 万 m3/日となります。また、わさび栽培で利用された後、養鱒にも利用されています。 

安曇野市の井戸からの取水総量は、約 13.2 万 m3/日です。その用途は、養魚用、事業用、水道用、農

業用及び家庭用に大別されます。また、地場産業であるわさび栽培や養鱒等に利用されている湧水量は、約

50 万 m3/日（湧水を含む地下水利用全体の約 79％）近くと試算※され、安曇野の地下水利用の特徴です。

平成 23 年調査、家庭用のみ平成 18 年～19 年調査

10 取水ルールに関する検討 

地下水取水する場合はまず届け出を！ 必要に応じて協議します 

ルールの骨組みは、次の４点です。 

①動力を用いる全ての取水者(新規及び既

往)は、井戸による取水内容を市に届出

(申請)する。 

②新規取水者のうち、同一敷地内での取水

量が 500m3/日以上のものは、市と協議を

行う。 

③動力を用いる全ての取水者(新規及び既

往)は、年間取水量等を市に年次報告す

る。 

④新規・既往を問わず、500m3/日以上の取

水希望者は、節水や地下水取水量のオフ

セット（相殺）に取り組むことが勧められる。 

※1 既往取水者は現状の取水実績を届け出る。新規取水者は井戸設置前に申請書を届け出る。 

※2 地下水解析により得られた湧出域(三川合流部付近)における既往利水者への影響を回避するのに必要な取水量(500m3/日)とする。

※3 今後の水環境基本計画策定時に「近傍」の具体的な値を検討していく必要がある。 

※4 市は①届出で把握される情報に基づき、新規取水者に近隣の既往利水者を通知する。 

※5 相殺するという意味。取水者による地下水への影響を、涵養により相殺すること。 

11 施策の実現に向けて 

各施策の推進に必要な資金の確保の具体化や運用のための体制づくりが必要です 

■資金の確保に当たっては、次の考え方

を基本とすることが重要です。 

① 「継続的に調達する」 

② 「負担は広く・かつ薄くする」 

③ 「地下水を利用する全ての者の負担

額は、一つの算定式で算出する」 

（右図参照） 

■取組みの推進や資金管理の体制づく

りが重要です。 

・水資源対策協議会が役割を担うこと

が有効です。 

■基本理念に則り、取組みを推進すると

ともに、行動の具体化に向けて、 

【水環境基本計画】を策定し、実行す

ることが重要です。 

「地下水が安曇野の生活と産業に密接に関わっている」ことが特徴です。その用途は、水道水

をはじめ、養魚や事業、水田等の農業や湧水を用いたわさび栽培など多岐にわたります 

取水量：地下水の取水量に応じて負担額が高くなる
涵養量：涵養の取組みを行えば行うほど、負担額が低くなる

地下水利用量（＝取水量－涵養量）× 地下水利用量（＝取水量－涵養量）×

地下水の単価各自の支払額 ＝ 地下水の単価各自の支払額 ＝

負担能力に関する係数（資本金の多寡と外国資本の割合）× 負担能力に関する係数（資本金の多寡と外国資本の割合）×

・負担能力が低いほど、負担額が低くなる
・資本割合で市外（特に外国）資本の割合が高くなるほど
負担額が高くなる
※安曇野市内に産業を立地するモチベーションとする

× 地下水影響度に関する係数× 地下水影響度に関する係数

・井戸の深さが深いほど、負担額が高くなる
・湧水利用者にも一定の負担が発生するよう考慮する

考
え
方
・
方
向
性
の
案

※今後、具体的な負担額（どんな人・企業が、どの程度の負担額となるか）の検討に

向けた、考え方の整理（どの要素を重く評価するか 等）においては、地域の合意

形成を図りながら検討を深化することが必要です。 

新規取水者 既往取水者 

 
②協議要否 

・取水量：500m3/日※2 以上 

協議必要 

③年次報告 
・実績年間取水量 ・地下水位(静水位) ・地下水質 

・①届出(申請)時から変更のあった項目 

新規取水者に下記事項の提出を求め市と協議する 
【近隣※3 の既往利水者※4 に対する】 

・取水計画説明の実施要否 

・取水承諾書取得の要否 

・影響顕在時の対応方針 

【新規取水者の】 

・節水計画 ・取水量オフセット※5 計画 

①届出(申請) 
・取水者諸元 ・取水箇所 ・取水量 ・井戸構造 ・設置ポンプ ・用途 など 

←④既往取水者
と協議 

※1 

No

協議不要 
Yes
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≪特集・安曇野の景観と水資源≫ 
【資料】 

安曇野市の景観条例と景観計画 
                   井口寿彦（安曇野市 建築住宅課 建築景観係） 

概 要 
 
 安曇野市の統一した土地利用制度に向けて、合併後に実施した全戸アンケート・地区別懇談会・市民

検討委員会等の意見から、平成 20 年 9 月に土地利用管理制度に関する「市の方針書」を策定しました。 

市民検討会議では、その目指す土地利用の目標像を『山岳と田園が育むよさを大切にし、暮らしやすさ

をみんなで共有できるまち』と提唱し、基本目標として、「3 つの基本方針」と「11 の原則」を掲げ、その中に

「高い建物、派手な色彩等、建築形態に対する制限」という項目があり、安曇野市の地域の特性や実情に

応じた景観行政に取り組んでいくことを目指してきました。 

安曇野市の景観に関する施策は、長野県景観条例・景観計画により行われてきたが、住民に最も近い

基礎的な自治体である市町村が景観行政を担うことで、より指導力を備え、きめ細やかな施策を推進して

いくことが期待できるとして「安曇野市景観条例」を制定し、長野県の同意を得て平成 22 年 11 月 1 日に

「景観行政団体
※1

」となりました。また、条例に基づき安曇野市の地域特性に応じた景観づくりの為の取り組

みの基盤となる「安曇野市景観計画」を策定することで、最低限守っていただきたい基本基準を定め、安

曇野の良好な景観形成に市民、事業者、行政が協働で取り組んでいきます。 
 

※１ 景観行政団体とは、景観法により定義される景観行政を司る行政機構。政令指定都市又は中核市にあって

はそれぞれの地域を管轄する地方自治体が、その他の地域においては基本的に都道府県がその役割を負う。

ただし、都道府県知事と協議し、同意を得た市町村の区域に当たっては、それらの市町村が景観行政団体と

なる。 
                

    

山岳と田園の育むよさを大切にし、 

暮らしやすさをみんなで共有できるまち 
 

 
 

 これからも安曇野市は、その発展を支えてきた豊か

な山岳、田園の育むよさを大切にしながら、暮らした

いと思えるまち、働きたい、行ってみたいと感じても

らえるまちであり続けたい。 

 

安曇野市の発展の好循環を支える土地利用の 

「秩序」を市全体でつくり上げていくことが大切。 

働きたいと思えるまち 
行ってみたいまち 

商商工工業業･･観観光光のの  
振振興興とと育育成成 

住みよいまち 
暮らしてみたいまち 

 

良良好好なな住住環環境境のの  
形形成成･･育育成成 

美しい山岳と豊かな田園 
に支えられたまち 

農農地地のの保保全全  
農農業業のの育育成成 




